
４ 食品リサイクルについて



食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の概要（令和元年７月公表）

・発生抑制に係る目標を別途告示で設定。

・食品ロスについては、SDGsも踏まえ、2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標を
新たに設定。

・再生利用等実施率目標を設定。食品製造業95％（前回同）、食品卸売業75％（前回+5%）、食品小売業60％（前回+5%）、
外食産業50％（前回同）（2024年度までに）

・「基本理念」において食品ロスを明記し、食品関連事業者及び消費者の食品ロス削減に係る役割を記載

・食品廃棄物の適正処理の推進のため、食品関連事業者の排出事業者責任の徹底、国による継続的な周知徹底の必要性を明記。

１．食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

２．食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

【食品関連事業者への指導等】

・国による食品関連事業者への積極的な指導・助言、市町村による多量排出事業者への減量化指導の徹底。

・食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公表内容の拡充によって食品関連事業者の意識
の向上と取組の促進を図るよう運用の見直し。

・排出事業者責任に係る指導の徹底。

【登録再生利用事業者の育成等】
・登録再生利用事業者の中で優良な事業者を自主的に認定する取組の活用。

【再生利用の環境整備】
・地域循環共生圏1の実現に向けた廃棄物系バイオマス利活用のための施設整備の促進及び広域的なリサイクルループ2の形成の

促進。

・市町村による事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。
1「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）で提唱された地域資源を補完し支え合いながら農山漁村も都市も活かす社会のこと。
2食品リサイクル法第19条に規定されている「再生利用事業計画」のこと。

基本方針

３．食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
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食品リサイクル法政省令の改正概要（令和元年７月施行等）

定期報告省令

再生利用事業者の登録省令

判断基準省令

政令

・再生利用に係る製品として規定する製品に、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」（菌床への活用）を追加。
これにより菌床への活用をした場合も再生利用等実施率に算入できるようになる。

再生利用手法の追加

・食品関連事業者が講ずべき措置に関し、食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫について、仕入れ及び販売以外
（例：フードバンクへの提供等）でも工夫を講ずるよう規定。

・ 食品の調理及び食事の提供の過程における食べ残しを減少させるための工夫について、メニュー以外（例：持ち帰り容器の
導入、食べきり運動の実施等）でも工夫を講ずるよう規定。

発生の抑制に関する事項の改正

・食品関連事業者は食品廃棄物等の発生量や再生利用の量を市町村ごとに分けて記載するよう変更。

・ 再生利用等の状況、食品関連事業者が遵守すべき事項に関する取組状況等の非財務情報の開示を促進するために様式を変更
し、公表項目の追加。

・ その他、政令や判断基準省令の改正内容や報告の電子化に伴い様式をそれぞれ反映。

報告書様式等の改正

・登録を受ける適格性を担保するため、実績確認書類として、その販売量の根拠となる書類の提出の義務化。

登録を申請する事業者の申請書類の追加

6969



70

基本方針のポイント①

・食品廃棄物等の発生抑制を優先的に取り組んだ上で、再生利用等を実施。

・食品循環資源の再生利用手法の優先順位は、飼料化、肥料化、きのこ菌床への

活用、その他の順。

・食品リサイクル手法のうち、飼料化については、食品循環資源が有する豊富な栄養
価を最も有効に活用できること等から最優先。

１．食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

【再生利用等実施率目標】

（旧目標：2019年度まで） （新目標：2024年度まで）

食品製造業 ９５％ ９５％

食品卸売業 ７０％ ７５％

食品小売業 ５５％ ６０％

外食産業 ５０％ ５０％

２．食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
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食品廃棄物等の基準発生原単位 (2019年度～2023年度）

業 種 区 分 基準発生原単位 業 種 区 分 基準発生原単位 業 種 区 分 基準発生原単位

肉加工品製造業 113kg／百万円食用油脂加工業 44.7kg/t食堂・レストラン(麺類を
中心とするものに限る。)

175kg／百万円→

170kg／百万円

牛乳・乳製品製造業 108kg／百万円麺類製造業
270kg／百万円→

192kg／百万円
食堂・レストラン(麺類を
中心とするものを除く。)

152kg／百万円→

114kg／百万円

その他の畜産食料
品製造業

501kg/t豆腐・油揚製造業
2,560kg／百万円→

2,005kg／百万円居酒屋等
152kg／百万円→

114kg／百万円

水産缶詰・瓶詰製造
業

480kg／百万円冷凍調理食品製造業
363kg／百万円→

317kg／百万円喫茶店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

水産練製品製造業 227kg／百万円そう菜製造業
403kg／百万円→

211kg／百万円ファーストフード店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

野菜漬物製造業 668kg／百万円
すし・弁当・調理パン製造
業

224kg／百万円→

177kg／百万円その他の飲食店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

味そ製造業
191kg／百万円→

126kg／百万円

清涼飲料製造業(コー
ヒー、果汁など残さが出
るものに限る。)

429kg/t
421kg/kl

持ち帰り・配達飲食サー
ビス業（給食事業を除
く。）

184kg／百万円→

154kg／百万円

しょうゆ製造業 895kg／百万円
食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものに限る。）

14.8kg／百万円給食事業
332kg/百万円（～2019年度）→

278kg/百万円（2020年度～）

ソース製造業
59.8kg／t→

29.7kg／ｔ各種食料品小売業
65.6kg／百万円→

44.9kg／百万円結婚式場業 0.826kg／人

食酢製造業 252kg/百万円 食肉小売業（卵・鳥肉を
除く）

40.0kg／百万円旅館業
0.777kg／人→

0.570kg／人

パン製造業
194kg／百万円→

166kg／百万円菓子・パン小売業
106kg／百万円→

76.1kg／百万円

菓子製造業 249kg/百万円コンビニエンスストア 44.1kg／百万円

・・2019年に新たに基準値を設定した業種区分 ・・2019年に基準値を下げた業種区分

〇 発生抑制の実施が著しく低い企業を底上げし、業種全体での発生抑制に取り組めるようにするため定める

こととされたもの。

〇 定期報告の対象業種である75業種のうち、これまで34の業種で基準発生原単位を設定。
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食品廃棄物の種類と再生利用の手法

業種 食品廃棄物の種類
分別の
レベル

リサイクル手法

食
品
製
造

●大豆粕・米ぬか

●パン・菓子屑

●おから等

●製造残さ（工場）

●返品・過剰生産分

食
品
卸
・
小
売

●調理残さ（店舗）

●売れ残り（加工食品）

● 〃 （弁当等）

外
食

●調理屑（店舗）

●食べ残し（店舗）

家
庭

●調理屑

●食べ残し

容
易

困
難

飼
料
化

メ
タ
ン
化

肥
料
化
（
堆
肥
化
）

✓ 食品製造業から排出される廃棄物は、均質で量が安定していることから、分別も容易で、栄養価を最も

有効に活用できる飼料へのリサイクルが適している。
✓ 外食産業から排出される廃棄物のうち、食べ残し等は家畜に対して有害なものが混入する可能性がある

ため、飼料へのリサイクルに不向きなものが多く、比較的分別が粗くても対応可能なメタン化が有効。

メリット デメリット

飼料化 ・畜産農家におけ
るエコフィードの利
用拡大により、需
要は堅調

・異物除去や食
品残さの品質管
理・成分分析等
が必要

肥料化 ・初期投資が少な
く技術的なハード
ルが低いことから新
規参入が容易

・最終製品価格
が安く、需要も必
ずしも多くないた
め利益を上げにく
い

メタン化 ・他のリサイク
ル手法に比べて、
比較的分別が粗
くても対応が可
能

・設備導入が高
コスト
・副産物利用の
方法に検討が必
要で、処理する
場合にはコスト
が必要

※ 食品廃棄物の種類によっては、リサイクルに不向きなものもある ※エコフィードとは、食品廃棄物等及び農場残さを利用
して製造された家畜用飼料の総称。
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再生利用の課題と展開方向

〔消費者の理解醸成〕
・リサイクル堆肥やエコフィードを利用して

生産した農畜産物に対する消費者の理解醸
成（消費者からのイメージアップと生産者
へのインセンティブ）

〔分別の更なる促進（品質管理）〕
・食品流通の川下（小売業、外食産業）にお

ける分別の更なる促進が必要

生
産
面

肥
飼
料
の
利
用
面

・ブランド化や認証取得の推進
・エコフィードを用いて生産された畜産物を

推奨（飼料化）

・排出事業者向け分別マニュアルの普及、講
習会の実施

・共同での収集・運搬の推進
・分別が粗くても対応可能なメタン化の推進

課題 対策の方向性

〔地域資源の有効活用（需給）〕
・食品廃棄物等の排出が多い都市部では原料

収集が容易である一方、地方では季節性の
ある原料（ジュース粕、規格外野菜等）が
多いことから、年間を通じた安定生産・供
給が課題

・地域未利用資源のマッチング、調達先の多
様化等による年間を通じた安定的な事業化
の推進

〔施用、給与技術の向上〕
・利用農家における肥料・飼料設計、施用・

給与技術等の向上が必要

・技術講習会、給与実証調査等の実施

※エコフィードとは、食品廃棄物等及び農場残さを利用して製造された家畜用飼料の総称。
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93% 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96%

59% 58%
53%

57% 58% 58% 57%
60%

65% 67%
62% 64%

68% 70%

37% 36% 37%
41%

45% 45% 46% 47% 49% 51% 51% 51%
56% 55%

13%
16% 17%

23% 24% 25% 24% 23% 23%

32% 31% 32% 31%
35%

79% 81% 82%
84% 85% 85% 85% 85% 85% 84% 83% 85% 86% 87%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

食品製造業

食品産業全体

食品卸売業

食品小売業

外食産業

✓ 食品製造業：目標を据え置いた上で、事業者においては引き続き取組を推進していくことが重要。
✓ 食品卸売業、食品小売業：向上傾向にあり、基準実施率の考え方を適用して目標を引き上げ。
✓ 外食産業：目標と乖離している状況にあり、機械的に目標を引き上げるのではなく、発生抑制の取組を

より促進。（多量発生事業者とそれ以外の事業者を分けて対策を講じる必要。）

基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度基準実施率に応じた増加ポイント
(注) 20%未満は20%として基準実施率を計算

前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20%以上50%未満 ２％

50%以上80%未満 １％

80%以上 維持向上

＝（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×0.95(※)＋減量量）÷（発生抑制量＋発生量）
（※）食品廃棄物残さ（灰分）を除いたものに相当する率

基準実施率（個別企業の目標値）の算出式

再生利用等実施率

R６年度目標

９５％

７５％

６０％

５０％

再生利用等実施率に関する目標
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食品産業における食品リサイクルの現状

■ 令和3年度

✓ 食品製造業から排出される廃棄物等は、量や性質が安定していることから、分別も容
易で、栄養価を最も有効に活用できる飼料への再生利用が多い。

✓ 食品小売業や外食産業から排出される廃棄物は、衛生上飼料や肥料に不向きなものも
多く、焼却・埋立等により処分される量が多い。

(単位：万t)

四捨五入の関係で、数字の合計が一致しないことがある。

業 種

食品廃棄物等の年間発生量

発生抑制
の実施量計

再生
利用

（用途別仕向先）

熱回
収

減量
再生
利用
以外

焼却・
埋立等飼料 肥料 メタン

油脂及
び油脂
製品

炭化し
て製造
される
燃料及
び還元
剤

きのこ
類の栽
培のた
めに使
用され
る固形
状の培
地

エタ
ノール

食品製造業 1,386 1,097 864 156 40 29 3 4 0 47 178 30 35 268

食品卸売業 22 13 4 6 1 2 0 0 - 0 1 2 6 3

食品小売業 114 45 17 13 4 10 1 0 0 0 1 0 69 39

外食産業 148 33 17 9 1 5 0 - 0 0 1 0 114 28

食品産業計 1,670 1,187 902 185 45 47 4 4 0 47 181 32 223 338
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基本方針のポイント②

【再生利用等】

・ 食品廃棄物等を年間100トン以上排出する事業者からの定期報告について、再生

利用等の実施状況を都道府県別・市町村別にも報告（都道府県別は平成27年度実績（平成

28年度報告）、市町村別は令和元年度実績（令和2年度報告）から実施）。

・ 食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公

表内容を拡充。

・ 登録再生利用事業者の中で優良な事業者を自主的に認定する取組の活用

・ 広域的な食品リサイクルループの形成を促進。

・ 市町村による事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。

３．食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
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２ 登録事業場数：152事業場（149社）（令和５年３月末現在）

登録再生利用事業者制度の概要

● 廃棄物処理法の特例
① 荷卸しに係る一般廃棄物の運搬業の許可不要
② 一般廃棄物処分手数料の上限規制の撤廃

● 肥料法・飼料安全法の特例
・都道府県知事又は農林水産大臣への届出不要

１ 制度の特例

✓ 食品廃棄物等の再生利用を行うリサイクル業者の育成を図るため、申請に基
づき主務大臣がリサイクル業者を登録。（食品リサイクル法第11条）
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登録再生利用事業者による再生利用事業の内訳

注）一つの事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがある。

✓ 登録再生利用事業者の行う事業の内訳は、肥飼料化で約８割を占める。

(令和５年３月末現在)

再生利用事業の種別 件数

肥料化事業 89

飼料化事業 47

油脂・油脂製品化事業 25

メタン化事業 15

炭化事業 ２
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食品リサイクルループの推進（再生利用事業計画認定制度）

✓ 食品関連事業者から発生する廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した
農産物等を食品関連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成を推進。

✓ 食品関連事業者とリサイクル業者、農業者等の３者が連携して策定した食品リサイク
ルループの事業計画について、主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄
物処理法に基づく収集運搬業の許可（一般廃棄物に限る。）が不要となる特例を活用
することが可能。

認定件数：54件
うち飼料化21件、肥料化32件、

飼料化・肥料化１件
（令和５年３月末）

E市

リサイクル業者

F市

特定肥飼料等

農業者

農畜水産物等

D市

食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗 等

C市B市Ａ市

廃掃業者

○○市場

（ の各自治体における収集運搬業の許可不要）
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